
本
能
寺

・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

太

田

晴

道

京
都
本
能
寺

ｏ
尼
崎
本
興
寺
の
両
大
本
山
が
所
蔵
す
る
古
文
書
は
実
に
多
量
で
、
就
中
、
中
世
文
書
は
量

・
質
と
も
に
勝
れ
、
日
本
史

。

宗
門
史
研
究
の
貴
重
な
史
料
と
し
て
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

両
山
が
所
蔵
す
る
中
世
文
書
の
中
、
史
学
上
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
公
武
関
係
の
文
書
で
あ
る
。
公
家
文
書
に
比
べ
て
武
家
文
書
の
量

が
多
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
剖
目
す
る
と
、
管
見
の
限
り
日
蓮
門
下
寺
院
中
、
両
山
が
最
も
多
く
禁
制
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と

（
１
）

が
判
明
す
る

（表
Ｉ
と
末
尾
の
表
Ⅱ
参
照
）。
表
Ｉ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
能
寺
に
は

一
〇
点
、
本
興
寺
に
は

一
九
点

（但
、
内

一
点

は
本
興
寺
と
無
関
係
と
思
わ
れ（“
）
の
禁
制
が
現
存
し
て
い
る
。

以
下
、
本
稿
で
は

「本
能
寺
文
書
」
（以
下

「能
文
」
と
略
称
）

・
「本
興
寺
文
書
」
（
以
下

「興
文
」
と
略
称
）
の
禁
制
の
内
容
と
、

そ
れ
ら
の
禁
制
が
如
何
な
る
情
況
の
も
と
に
発
給
さ
れ
、
両
山
が
武
家
側
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
保
護
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
て
み
た
い
。

（
３
）

尚
、
本
興
寺
所
蔵
の
禁
制
を
資
料
と
し
て
書
か
れ
た
論
文
に
脇
田
修
氏

「
尼
崎
地
域
と
寺
内
町
」
が
あ
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
拠
る
と
こ

ろ
が
多
い
。本

能
寺

・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

は

じ

め

に
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コ
　
本

表

能寺 0本興寺文書禁制一覧

(註)文書の「能文」とは本能寺文書、「興文」とは本興寺文書を指す。
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本
能
寺

・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

年 月 日 文書 発 給 者 宛 所 様 式

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

Ｈ

ｌ２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

２０

２‐

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

天文15/12/10

天文17/12/―

天文18/3/一

天文18/4/2

天文18/4/2

天文18/4/2

天文18/4/6

天文18/7/―

天文19/7/―

弘治 2/3/―

弘治 2/8/―

弘治 3/9/16

永禄 1/6/―

永禄 1/7/―

永禄 4/郎/17

月Kお景5/3/23

永禄6/5/8
永禄 6/5/13

永禄8/10/15

永禄11/6/―

永禄11/7/12

永禄11/9/―

永禄11/9/―

永禄11/10/5

元亀 1/10/10

元亀 1/10/10

元亀 1/12/―

天正 2/3/吉

敵
激
賊
賊
敗
賊
敗
緻
散
敗
敗
緻
敗
敗
緻
敗
賊
敗
敗
緻
緻
緻
敗
敗
敗
敗
緻
敗

三好之虎

三好長慶

三好宗三

進藤貞治

塩川国満

細川晴元

伊丹親興

三好長慶

芥河右近大夫

三好長慶

三好政生

幕府奉行人連署

三好之康(之虎)

安宅冬康

六角氏奉行人連署

六角氏奉行人連署

某

幕府奉行人連署

池田勝正

篠原長房

幕府奉行人連署

織田信長

織田信長

幕府奉行人連署

篠原長重・実長連署

某

織田信長

荒木村重

本能寺

本能寺

摂州尼崎本興寺井西門前

摂州下郡尼崎本興寺井門前

尼崎本興寺井西門前

摂州下郡尼崎本興寺井門前

本興寺井門前

本能寺

本能寺

本興寺門前寺内貴布祢屋敷

摂州尼崎本興寺井西門前

本能寺

摂州尼崎本興寺井門前

摂州下郡尼崎本興寺井門前

本能寺

摂州尼崎本興寺井西門前

摂津国尼崎本興寺西門前

本興寺井門前貴布祢屋敷

摂州尼崎本興寺井西門前

本能寺

本能寺境内

本能寺

尼崎本興寺井寺中

尼崎内本興寺

摂州尼崎本興寺西門前寺内

本興寺門前寺内貴布祢屋敷

本能寺

本興寺門前貴布祢屋敷

中 間

直 状

中 間

中 間

直 状

直 状

直 状

直 状

直 状

直 状

中 間

奉禁制

直 状

直 状

中 間

中 間

直 状

奉禁制

直 状

中 間

奉禁制

直 状

直 状

奉禁制

中 間

直 状

中 間

直 状

※ 永禄 5/3/一 興文 根来寺快秀 摂州難波寺内 直 状



一　
両
山
所
蔵
禁
制
の
概
観

（
４
）

両
山
所
蔵
の
禁
制
数
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
三
好
氏
関
係
の
も
の
が
最
も
多
い
こ
と
が
表
Ｉ
で
明
ら
か
で
あ
る
。
芥
河

右
近
大
夫
と
安
宅
冬
康
は
三
好
氏
の
親
族
で
、
篠
原
長
房

・
同
長
重

・
同
実
長
は
重
臣
で
あ
る
。
池
田
勝
正
も
三
好
氏
に
属
す
る
武
将
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
三
好
氏
の
勢
力
圏
と
関
係
す
る
も
の
で
、
阿
波
の
三
好
氏
が
京
畿
に
進
出
し
て
次
弟
に
勢
力
を
強
め
、
天
文
十
七

年

（
一
五
四
八
）
に
は
主
君
細
川
晴
元
に
叛
き
、
つ
い
に
は
八
カ
国
を
版
図
と
す
る
大
大
名
と
な
っ
た
た
め
、
勢
力
圏
内
の
寺
社
は
こ
ぞ
っ

て
禁
制
の
交
付
を
依
頼
し
保
護
を
求
め
た
わ
け
で
、
本
能
寺

ｏ
本
興
寺
も
同
様
で
あ
っ
た
。
但
し
、
日
蓮
門
下
寺
院
の
中
、
両
山
に
三
好

氏
の
禁
制
が
多
い
こ
と
は
、
三
好
長
慶
の
父
元
長
が
両
山
末
の
堺
顕
本
寺
の
大
檀
越
で
あ
っ（沌
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

顕
本
寺
に
は
元
長
の
墓
が
あ
り
、
そ
し
て
位
牌
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の

「顕
本
寺
文
書
」
安
宅
冬
康
継
殖

（冬
康
は
元
長
子
、
長
慶

弟
）
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

〔海
雲
〕
Ｔ
一好
元
長
）
　
　
（三
好
）
（同
）　
　
　
〔上
脱
力
〕

当
寺
儀
、
開
運
為
位
牌
所
寄
宿
事
、
長
慶

・
之
虎
被
免
許
之
者
、
於
冬
康
別
而
信
心
之
条
、
珈
不
可
有
相
違
者
也
、
働
状
如
件

天
文
廿
四

（安
宅
）

二
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冬
康

（花
押
）

堺
南
庄

顕
本
寺

ま
た
、
「足
利
季
世
記
」
に
は
弘
治
二
年

（
一
五
五
六
）
六
月
十
五
日
、
長
慶
が
顕
本
寺
で
父
元
長
の
二
十
五
回
忌
法
要
を
盛
大
に
営

（
７
）

ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
三
好
氏
と
顕
本
寺
の
関
係
が
、
両
山
の
三
好
氏
禁
制
と
深
く
係

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で

き
る
。
「
証
如
上
人
日
記
」
天
文
二
十

一
年

（
一
五
五
二
）
二
月
六
日
条
に
、

本
能
寺
・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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本
能
寺

ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

（冬
康
）

尼
崎
日
蓮
衆
為
本
興
寺
、
彼
尼
崎
惣
社
之
地
構
寺
内
、
家
数
立
之
、
可
令
福
貴
造
意
既
相
調
、
令
鍬
初
、
安
宅
於
令
渡
海
、
彼
日
蓮

（
８
）

共
可
取
立
之
段
、
必
然
之
由
候
間
、
自
然
日
蓮
党
取
立
候
者
手
始

二
成
候
間
、

と
あ
り
、
本
興
寺
と
安
宅
冬
康
の
関
係
が
知
ら
れ
、

「興
文
」
の
弘
治
二
年
二
月
三
日
付
本
興
寺
宛
三
好
長
慶
寄
ふ
だ
に
よ
っ
て
、
本
興

寺
と
三
好
長
慶
の
関
係
が
知
ら
れ
る
の
も
証
左
と
な
ろ
う
。

禁
制
と
は
支
配
者
が
配
下
の
者
に
禁
止
事
項
を
広
く
知
ら
し
め
る
た
め
に
作
成
し
た
文
書
で
あ
り
、
主
と
し
て
寺
院

・
神
社

・
町
な
ど

に
対
し
て
発
給
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
保
護
す
る
た
め
の
制
札
で
あ
る
。
今
谷
明
氏
に
よ
る
と
、
禁
制
は
書
上
文
言
に
よ
り
、
左
の
三
様
式
に

（
１０
）

分
類
で
き
る
と
い
う
。

０
奉
禁
制
＝
発
給
者
の
家
臣
が
主
人
の
意
を
奉
じ
て
下
し
た
も
の
。
「
…
…
堅
被
停
止
詑
、
…
…
可
被
処
厳
科
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
働

下
知
如
件
」

０
中
間
様
式
＝
発
給
者
が
主
人
の
意
を
重
ん
じ
て
下
し
た
も
の
。
「
…
…
可
被
処
厳
科
者
也
」

０
直
状
禁
制
＝
発
給
者
自
身
が
下
し
た
も
の
。
「
…
…
堅
令
停
止
詑
、
…
…
可
処
厳
科
者
也
、
昴
下
知
如
件
」

畿
内
に
お
け
る
奉
禁
制
の
多
く
は
室
町
幕
府
が
発
給
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
山
の
天
文
年
間
の
禁
制
に
そ
れ
が
な
い
の
は
、
細
川

・

三
好
氏
の
権
力
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

（畿
内
の
日
蓮
門
下
寺
院
の
禁
制
も
同
様
）。
し
か
し
こ
の
時
期
、
幕
府
が
禁
制
を
全

（
Ｈ
）

く
発
給
し
な
か
っ
な
訳
で
は
な
い
か
ら
、
畿
内
日
蓮
門
下
寺
院
の
多
く
は
、
幕
府
よ
り
も
直
接
の
支
配
者
で
あ
る
細
川

ｏ
三
好
氏
の
庇
護

を
求
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尤
も
、
天
文
五
年

（
一
五
三
六
）
の
天
文
法
難
に
よ
り
、
京
都
の
法
華
諸
山
は
悉
く
焼
か
れ
、
京
都
で
の
居

（
‐２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
‐３
）

住
と
布
教
が
禁
止
さ
れ
、
以
後
同
十

一
年
十

一
月
十
四
日
帰
洛
の
勅
許
が
下
さ
れ
る
ま
で
、
京
都
の
法
華
諸
山
に
対
し
て
禁
制
が
発
給
さ

（‐４
）

れ
る
わ
け
が
な
か

っ
た
。

両
山
禁
制
の
宛
所
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
「能
文
」
の
禁
制
は
本
能
寺

ｏ
本
能
寺
境
内
と
な

っ
て
い
て

一
般
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
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「興
文
」
の
禁
制
に
は
本
興
寺
と
門
前

（西
門
前
）、
あ
る
い
は
本
興
寺
と
門
前
貴
布
祢
屋
敷
と
あ
る
も
の
が
多
く
、
注
目
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
殊
に
後
者
は
寺
内
町
を
指
す
も
の
で
、
本
興
寺
に
は
旧
来
の
門
前
町
と
新
建
設
の
寺
内
町
が
あ
っ
て
、
本
興
寺
の
寺
領
と
し

て
多
く
の
特
権
を
得
て
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ（漣
。

一
一　
本
能
寺
文
書

の
禁
制

紙
数
の
関
係
で
、
両
山
す
べ
て
の
禁
制
に
つ
い
て

一
々
原
文
を
掲
げ
て
考
察
を
加
え
る
訳
に
は
い
か
な
い
が
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の

の
み
原
文
を
引
用
し
、
全
体
の
概
説
を
試
み
る
こ
と
と
す
る

（文
中
の
Ｏ
で
囲
ん
だ
数
字
は
、
表
Ｉ
の
文
書
番
号
を
示
す
）。

本
能
寺
の
禁
制
の
初
見
は
、
①
天
文
十
五
年

（
一
五
四
六
）
の
三
好
之
虎
禁
制
で
あ
る
。

禁
制

本
能
寺

〔藉
〕

当
手
軍
勢
甲
乙
人
等
濫
妨
狼
籍
事

伐
採
竹
木
事

寄
宿
事
付
相
懸
矢
銭
兵
根
米
事

右
条
々
堅
被
停
止
詑
、
若
有
違
背
之
族
者
、
速
可
被
処
厳
科
者
也
、
働
下
知
如
件

天
文
拾
五
年
十
二
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
（艶
耐
誕
蔑
花
押
）

発
給
者
三
好
之
虎
は
、
三
好
範
長

（後
長
慶
）
の
弟
で
あ
る
。
内
容
は
三
好
家
の
軍
勢
が
本
能
寺
に
対
し
て
乱
妨
狼
藉
を
働
く
こ
と
、

本
能
寺
ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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本
能
寺
・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

境
内
の
竹
木
を
伐
採
す
る
こ
と
、
寄
宿
す
る
こ
と
、
矢
銭
や
兵
根
米
を
課
す
こ
と
な
ど
を
禁
じ
た
も
の
で
、
禁
制
と
し
て
一
般
的
な
も
の

で
あ
る
。
同
年
九
月
二
十
五
日
本
能
寺
は
範
長
よ
り
寄
宿
免
継
鍵
を
得
て
お
り
、
右
禁
制
は
、
そ
れ
に
依

っ
て
下
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

様
式
も
之
虎
が
範
長
の
意
を
重
ん
じ
た
中
間
様
式
と
な
っ
て
い
る
。
当
然
、
本
能
寺
で
は
範
長
免
許
状
と
之
虎
禁
制
を
得
る
た
め
相
当
の

制
札
銭
を
支
払

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
史
料
は
残

っ
て
い
な
い
。

①
の
発
給
者
豊
前
守
が
三
好
之
虎
で
あ
る
こ
と
は
花
押
の
照
合
に
よ
り
判
明
す
る
が
、
①
を
発
給
し
た
時
点
で
の
実
名
は
今

一
つ
は
っ

き
り
し
な
い
。
之
虎
は
義
賢

ｏ
実
体

の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
前
名
を
之
虎

・
之
康
と
称
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
之
虎
発
給
の
文

書
中
に
義
賢
の
名
は
実
在
せ
ず
、
之
虎
の
実
名
は
前
に
引
用
し
た

「綱
鉢
寺
文
書
」
天
文
二
十
四
年
の
安
宅
冬
康
判
物
に
見
え
、
之
康
と

い
う
実
名
は

「細
川
両
家
記
」
永
禄
元
年

（
一
五
五
八
）
八
月
十
九
日
条
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
①
の
文
書
名
は
三
好
之
虎
禁
制
と
す
る

の
が
妥
当
と
考
え
る
。
「
興
文
」
⑬
永
禄
元
年
六
月
日
付
三
好
之
康
禁
制
は
署
名
が
①
と
同
じ
く
豊
前
守
と
あ
り
、
花
押
も
同
じ
で
あ
（卍

が
、
右
の
徴
証
に
よ
り
之
康
禁
制
と
ぃだ
。

①
が
発
給
さ
れ
た
天
文
十
五
年
は
、
管
領
細
川
晴
元
と
前
管
領
細
川
高
国
の
養
子
氏
綱
と
が
争

っ
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
。
三
好
範
長

は
晴
元
方
の
軍
司
令
官
と
し
て
各
地
に
転
戦
し
た
が
、
八
月
に
は
堺
で
氏
綱

・
遊
佐
長
教
の
連
合
軍
に
包
囲
さ
れ
敗
退
し
た
。
堺
顕
本
寺

の
天
文
十
五
年
八
月
日
付
遊
佐
長
教
熱
肥
は
こ
の
時
の
も
の
で
あ
る
。
天
文
十
五
年
の
禁
制
を

一
覧
す
る
と
、
氏
綱
方
の
も
の
が
圧
倒
的

に
多
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
本
能
寺
が
氏
綱
方
に
禁
制
を
求
め
ず
、
範
長
か
ら
寄
宿
免
許
状
を
得
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
十
月
、
之

虎
は
阿
波

・
讃
岐
の
兵
を
率
い
て
晴
元

・
範
長
赴
援
の
た
め
堺
に
着
陣
、
反
撃
を
開
始
し
た
。
恐
ら
く
本
能
寺
は
、
三
好
氏
の
本
拠
地
で

あ
る
阿
波

・
讃
岐

・
淡
路
な
ど
の
寺
院
を
通
じ
、
之
虎
出
陣
の
情
報
長
弊
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
ｔ
、
本
能
寺
は
再
建
に
着
手
し

て
お
り
、
前
年
八
月
二
日
に
は
細
川
晴
元
よ
り
旧
地
が
安
堵
さ
れ
て
い
る
関
係
か
ら
、
晴
元
方
の
範
長
に
保
護
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
か
く
し
て
、
十
二
月
に
本
能
寺
は
之
虎
禁
制
を
入
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
之
虎
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
十

一
月
十

一
日
、
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（
２２
）

大
山
崎
庄
に
も
禁
制
を
掲
げ
て
い
る
。

②
天
文
十
七
年
の
三
好
長
慶
禁
制
は
、
①
と
同
じ
く

こ
と
で
あ
る
。

禁
制

本
能
寺

〔藉
〕

一
般
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
相
違
点
は
寄
宿
禁
上
が
無
い
こ
と
と
、
直
状
と
い
う

当
手
軍
勢
甲
乙
人
乱
入
狼
籍
事

剪
採
山
林
竹
木
事

相
懸
箭
銭
兵
根
米
等
事

右
条
々
堅
令
停
止
詑
、
若
於
違
犯
之
族
者
、
速
可
処
厳
科
者
也
、
働
下
知
如
件

天
文
十
七
年
十
二
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
（三
好
長
慶
）

築
前
守

（花
押
）

三
好
範
長
が
長
慶
と
改
名
し
た
の
は
、
天
文
十
七
年
五
月
～
八
月
の
間
と
推
定
さ
林
認
。
し
た
が
つ
て
ヽ
②
は
三
好
長
慶
禁
制
と
す
る
。

さ
て
、
天
文
十
六
年
七
月
、
晴
元
方
の
三
好
範
長

（長
慶
）
。
同
宗
三

（政
長
）
等
は
、
摂
津
舎
利
寺
の
合
戦
で
細
川
氏
綱

・
遊
佐
長

教
の
軍
を
敗
り
、
つ
い
で
河
内
高
屋
城
を
攻
め
て
範
長
と
長
教
は
和
議
を
結
び
、
氏
綱
は
逼
塞
し
た
。
晴
元
政
権
は

一
時
安
定
を
取
り
戻

し
た
が
、
そ
れ
も
束
の
間
、
翌
十
七
年
の
夏
頃
に
は
長
慶
と
宗
三
の
対
立
が
表
面
化
し
、
晴
元
が
宗
三
を
庇
護
し
た
た
め
、
つ
い
に
長
慶

は
長
教
と
謀

っ
て
氏
綱
を
擁
し
、
叛
旗
を
翻
し
た
。
こ
う
し
た
晴
元
政
権
内
部
の
対
立
を
察
知
し
た
京
都
の
清
凍
寺
や
大
徳
寺
、
摂
津
の

極
楽
寺
な
ど
は
先
を
争

っ
て
長
慶
よ
り
禁
制
を
得
た
。

林
雛
寺
が
②
を
得
た
の
は
全
面
戦
争
状
態
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
②
と

同
じ
時
期
に
、
山
城
東
福
寺
も
長
慶
よ
り
禁
制
を
得
て
い
る
。
禁
制
発
給
の
制
札
銭
が
長
慶
の
軍
資
金
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

で
き
る
が
、
寺
社
に
と

っ
て
は
何
よ
り
も
法
城

・
神
域
を
戦
禍
か
ら
守
る
こ
と
が
第

一
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
能
寺
・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

-77-一



本
能
寺

ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

（
２５

）

③
天
文
十
八
年
七
月
日
付
三
好
長
慶
禁
制
は
、
②
と
文
言
が
少
し
相
違
す
る
が
同
内
容
で
み
な
。

Ｃ
天
文
十
八
年
七
月
日
付
三
好
長
慶
禁
制
は
、
②
と
文
言
が
少
し
相
違
す
る
が
同
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
日
付
で
長
慶
は
山
城
浄

極
機

・
清
水
寺
願
成
必
慮

・
禅
権
講

・
金
怒
ど
に
禁
制
を
掲
げ
、
長
慶
の
弟
十
河

一
存
は
大
」
Ｍ
に
、
遊
佐
長
教
は
知
貼
膿
に
禁
制
を
掲

げ
て
い
る
。
そ
れ
に
先
立

つ
六
月
二
十
八
日
に
は
、
京
都
妙
蓮
寺
が
長
慶
の

一
族
芥
河
孫
十
郎
よ
り
禁
制
を
得
て
は
配
。

長
慶
軍
と
晴
元

・
宗
三
軍
と
の
戦
い
の
主
戦
場
は
摂
津
で
あ
っ
た
。
晴
元
の
援
軍
と
し
て
、
近
江
六
角
勢
も
出
陣
し
た
が
京
都
の
東
寺

よ
り
南
下
す
る
こ
と
は
な
く
、　
一
部
の
先
遣
隊
が
摂
津
に
進
出
し
た
だ
け
と
思
わ
れ
る
。
「興
文
」
④
天
文
十
八
年
卯
月
二
日

付
六
角
定

頼
老
臣
進
藤
貞
治
懸
講
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
同
年
六
月
二
十
四
日
、
江
回
の
合
戦
で
宗
三
は
敗
死
し
、
晴
元
は
逃
亡
、
六
角
勢
は

近
江
へ
退
陣
し
た
。
七
月
九
日
、
長
慶
は
上
洛
。
か
く
し
て
幕
府
不
在

（将
軍
足
利
義
藤
∧
後
義
輝
∨
は
晴
元
側
に
つ
い
て
近
江
へ
逃
亡
）

の
京
都
は
長
慶
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
③
は
、
そ
う
し
た
情
勢
下
で
本
能
寺
保
護
の
た
め
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑨
天
文
十
九
年
の
芥
河
右
近
大
夫
禁
制
に
は
、
陣
取

・
放
火

・
殺
生
の
禁
が
入
っ
て
い
る
。

一
当
手
摯
『

甲
乙
人
乱
妨
詭
綱
事
　
能
寺

一
陣
取
事
付
放
火
事

一
矢
銭
相
懸
兵
肺
酬
一
事

右
条
々
堅
令
停
止
詑
、
若
於
違
犯
輩
者
、
可
処
厳
科
者
也
、
働
如
件

天
文
拾
九
七
月
日

（芥
河
）

右
近
大
夫

（花
押
）

右
の
発
給
人
右
近
大
夫
は
、
三
好
氏
の

一

妙
蓮
寺

へ
禁
制
を
掲
げ
た
人
物
）。

族
芥
河
長
光
の
子
で
、
長
慶
の
妹
婿
に
あ
た
る
芥
河
孫
十
郎
と
同

一
人
物
で
ぁ
従

（前
述
の
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天
文
十
九
年

（
一
五
五
〇
）
は
、
京
都
を
支
配
す
る
長
慶
軍
と
、
そ
れ
を
奪
還
せ
ん
と
す
る
将
軍

・
晴
元

・
六
角
軍
と
の
戦
闘
に
明
け

暮
れ
た
。
二
月
二
十
八
日
、
摂
津
に
あ
っ
て
只

一
人
晴
元
方
で
あ
っ
た
伊
丹
親
興
が
尼
崎
本
興
寺
で
長
慶
と
会
見
し
、
遊
佐
長
教
の
調
停

に
よ
り
和
議
が
必
艶
、
摂
津
は

一
円
に
長
慶
方
と
な
っ
た
。
七
月
に
は
洛
中
で
合
戦
が
あ
り
、
晴
元
軍
は
鉄
砲
を
使
用
す
る
が

（史
料
上
、

（
３６
）

鉄
砲
実
戦
使
用
の
初
見
）、
以
前
本
能
寺
が
晴
元
に
献
上
し
た
鉄
砲
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
⑨
は
、
こ
う
し
た
時
期
に
発
給
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
同
月
日
付
で
長
慶
は
山
城
革
轟
配
に
、
十
河

一
存
は
同
禅
梅
響
に
禁
制
を
掲
げ
、
晴
元
方
の
三
好
政
勝

（宗
三
子
）
と

（
３９
）

前
越
後
守
藤
原
某

（香
西
元
成
力
）
は
京
都
妙
顕
寺
に
禁
制
を
掲
げ
て
お
り
、
諸
寺
が
両
軍
に
保
護
を
求
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑫
弘
治
三
年
九
月
十
六
日
付
幕
府
奉
行
人
連
署
禁
制
は
、
足
利
義
輝
の
奉
行
人
松
田
頼
隆

・
諏
訪
晴
長
が
連
署
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
義
輝
は
朽
木
に
亡
命
中
で
あ
り
、
長
慶
は
畿
内
近
国
八
カ
国
を
版
図
と
す
る
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
。
今
谷
明
氏
の
研
究
に

よ
る
と
、
天
文
二
十
二
年
六
月
か
ら
永
禄
元
年
九
月
に
至
る
ま
で
の
五
年
間
は
幕
府
奉
行
人
奉
書

（禁
制
も
含
ま
れ
る
）
は
激
減
し
て
い

る
と
ぃ
型
。
こ
れ
は
、
幕
府
機
能
の
低
下
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
何
故
本
能
寺
が
幕
府
か
ら
禁
制
を
得
た
か
明

ら
か
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、
義
輝

。
晴
元

・
六
角
氏
の
長
慶
に
対
す
る
大
攻
勢
が
予
測
さ
れ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
⑫
と
同
年
の
九
月

十
日
に
は
清
水
寺
成
必
囲
に
、
九
月
二
十
三
日
に
は
大
徳
寺
諸
塔
頭
同
隔
離
に
幕
府
か
ら
禁
制
を
下
さ
れ
て
い
る
。
翌
四
年

（永
禄
元

・

（４３
）

一
五
五
八
）
五
月
六
日
に
は
妙
顕
寺
も
幕
府
の
禁
制
を
得
て
い
る
。
義
輝
が
長
慶
と
和
し
て
入
洛
し
た
の
は
、
十

一
月
二
十
七
日
の
こ
と

で
あ
る
。
「能
文
」
④
永
禄
十

一
年
七
月
十
二
日
付
幕
府
奉
行
人
連
署
禁
制
が
、
足
利
義
昭

（
こ
の
時
は
将
軍
に
就
任
し
て
い
な
い
）
の

入
洛
前
に
発
給
さ
れ
た
の
と
⑫
は
情
況
が
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

永
禄
四
年
、
す
で
に
河
内

・
大
和
を
も
併
呑
し
た
長
慶
が
次
に
狙
う
の
は
近
江
と
感
じ
た
六
角
承
禎

（義
賢
）
は
長
慶
打
倒
の
兵
を
挙

げ
た
。
諸
書
で
は
、
そ
の
時
期
を
七
月
二
十
八
日
と
す
る
が
、
筆
者
は

「能
文
」
の

（永
禄
四
年
）
後
二
月
十
七
日
付
六
角
承
禎
書
状
と

六
角
義
弼

（承
禎
子
）
認
だ
に

「就
在
陣
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
間
二
月
頃
と
推
定
す
る
。
法
華
諸
山
は
叡
山
と
の
争
い
か
ら
六
角
氏

本
能
寺
・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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本
能
寺

ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

と
関
係
が
深
く
、
六
角
氏
の
動
き
を
知

っ
た
本
能
寺
が
逸
早
く
得
た
の
が
次
の
⑮
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
の
六
角
父
子
の
書
状
と
同
月
日
付

の
も
の
で
あ
る
。

禁
制

本
能
寺

軍
勢
甲
乙
人
乱
妨
聰
舗
之
事

寺
内
放
火
伐
採
竹
木
事

相
懸
矢
銭
兵
根
米

一
切
非
分
課
役
事

右
条
々
堅
被
停
止
詑
、
若
違
犯
輩
在
之
者
、
可
被
処
厳
科
者
也
、
働
下
知
如
件

永
禄
四
年
間
二
月
十
七
日

一導輯い曝帯げ脚｝

右
は
従
来
、
室
町
幕
府
禁
制
と
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
六
角
氏
奉
行
人
連
署
禁
制
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
ぁ
漣
。
第
二
条
の
非

鋤嘲囃胸凛燎ｍけ称碑朧嘲嶼娃‐こ負仰爆融は熱瞳れいい”い”
（これけ』』げれ脚畿ｏ制州議省岬鋼轟制司」計型脚】駐“

は
本
興
寺
に
⑬
禁
制
を
掲
げ
て
い
る
。

永
禄
五
年
二
月
六
日
、
前
日
に
三
好
実
休
が
泉
州
久
米
田
で
戦
死
し
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け
た
京
都
の
三
好
軍
は
退
却
し
、
六
角
承
禎

は
京
に
入
っ
た
。
本
能
寺
が
六
角
氏
よ
り
禁
制
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
正
解
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
年
六
月
二
日
、
承
禎

は
同
盟
軍
畠
山
高
政
の
敗
北
を
知
り
、
長
慶
と
和
睦
し
て
近
江
へ
退
い
て
い
る
。
本
能
寺
の
六
角
氏
禁
制
は
、
そ
れ
で
反
故
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
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永
禄
七
年

（
一
五
六
四
）、
長
慶
が
没
し
、
義
継

（重
存

・
義
重
）
が
家
督
を
継
ぐ
が
、
義
継
は
松
永
久
秀

・
三
好
二
人
衆

（
三
好
長

逸

・
同
宗
渭

ｏ
石
成
友
通
）
と
謀
り
、
翌
八
年
五
月
十
九
日
、
阿
波
の
足
利
義
栄

（義
親
）
を
将
軍
に
す
る
た
め
義
輝
を
殺
し
た
。
義
栄

擁
立
は
名
目
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
三
好
氏
の
天
下
が
到
来
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
束
の
間
、
十

一
月
に
は
松
永
久
秀

と
二
人
衆
の
対
立
が
表
面
化
し
、
つ
い
に
両
者
は
断
絶
、
摂
河
泉
三
国
と
大
和
が
戦
場
と
な
っ
た
。
同
九
年
六
月
、
阿
波
の
三
好
氏
重
臣

篠
原
長
房
が
義
栄
の
先
鋒
と
し
て
兵
庫
に
着
陣
。
同
十
年
二
月
に
は
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
三
好
家
総
領
の
義
継
が
、
二
人
衆
と
隙
を
生
じ

て
松
永
久
秀
の
も
と
へ
走

っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
義
栄

・
二
人
衆

ｏ
長
房
等
と
久
秀

・
義
継

・
畠
山
高
政
等
の
合
戦
が
各
地
で
展
開
さ

れ
る
。
⑩
永
禄
十

一
年
六
月
日
付
篠
原
長
房

（署
名
は
右
京
進
橘
と
あ
る
）
懸
鍵
は
、
そ
う
し
た
中
で
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、

洛
中
は
三
人
衆
の
支
配
下
に
あ

っ
た
。

④
永
禄
十

一
年
七
月
十
二
日
付
幕
府
奉
行
人
連
署
禁
制
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
少
し
触
れ
た
。

禁
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
能
寺
境
内

一
軍
勢
甲
乙
人
等
乱
入
狼
藉
事

一
伐
採
竹
木
事
付
寄
宿
事

一
相
懸
非
分
課
役
事
付
殺
生
事

右
条
々
堅
被
停
止
詑
、
若
有
違
犯
之
輩
者
、
速
可
被
処
厳
科
之
由
、
所
被
仰
下
也
、
働
下
知
如
件

永
禄
十

一
年
七
月
十
二
日

（諏
訪
晴
長
）

前
信
濃
守
神
宿
祢

（花
押
）

（松
田
頼
隆
）

散
　
位
　
平
朝
臣

（花
押
）

故
足
利
義
輝
の
弟
義
昭

（義
秋
）
は
三
好
二
人
衆
を
討

っ
て
京
に
入
ろ
う
と
し
、
種
々
の
工
作
を
続
け
、
織
田
信
長
の
力
を
借
り
る
こ

本
能
寺
・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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本
能
寺
ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

と
に
な

っ
た
。
義
昭
が
入
洛
の
宿
願
を
果
た
す
た
め
、
越
前
を
発

っ
た
の
が
永
禄
十

一
年
七
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
る
力ゝ（紀
、
④
が
発
給

さ
れ
た
の
は
、
そ
の
前
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
の
将
軍
は
摂
津
富
田
に
い
た
義
栄
で
あ
る
か
ら
、
義
昭
が
幕
府
禁
制
を
発

給
す
る
の
は
お
か
し
い
が
、
当
然
義
昭
は
義
栄
の
幕
府
を
認
め
て
い
な
い
か
ら
、
再
興
幕
府
と
し
て
の
機
能
は
活
動
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
信
長
が
上
洛
の
軍
を
進
め
た
の
が
八
月
七
日
の
こ
と
で
、
近
江
の
六
角
氏
を
破
り
、
京
都
の
二
人
衆
を
追
い
払
い
、
義
昭
と

信
長
が
入
京
し
た
の
は
二
十
六
日
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
本
能
寺
が
義
昭
か
ら
禁
制
を
得
た
こ
と
は
、
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

翌
九
月
、
信
長
は
諸
方
の
寺
社
に
対
し
て
禁
制
を
発
給
し
て
い
る
。
そ
の

一
つ
が
②
永
禄
十

一
年
九
月
日
付
禁
制
で
、
内
容
も

一
般
的

な
も
の
で
あ
る
。
他
に
は
山
城
妙
係
型

・
妙
路
刊
等
に
禁
制
が
掲
げ
ら
れ
、
「興
文
」
④
禁
制
も
同
じ
で
あ
る
。
同
月
二
十
日
に
は
、
義

昭
が
京
都
妙
蓮
寺
に
禁
制
を
掲
げ
て
は
犯
。
十
月
二
十
九
日
、
義
昭
は
故
細
川
氏
綱
亭
よ
り
本
能
寺

へ
秘
史
、
し
ば
ら
く
宿
所
と
し
た
。

義
昭
自
ら
が
寄
宿
の
禁
上
を
破

っ
た
こ
と
に
対
し
、
奉
行
人
は

「今
度
依
御
理
、
被
移
御
座
詑
」
と
弁
明
し
、
向
後
、
寄
宿
の
禁
止
を
保

障
す
る
と
述
べ
て
は
犯
。

し
か
し
、
右
の
奉
行
人
奉
書
は
守
ら
れ
ず
、
信
長
が
そ
の
禁
を
犯
し
た
。
と
同
時
に
、
信
長
が
そ
れ
を
認
め
て
本
能
寺
に
掲
げ
た
禁
制

が
②
で
あ
る
。

条
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
能
寺

為
定
宿
之
間
、
余
人
寄
宿
停
止
之
事
付
四
壁
竹
木
不
可
伐
採
事

祠
堂
物
之
儀
、
御
代
々
任
御
下
知
旨
、
不
可
有
相
違
之
事

非
分
諸
役
不
可
申
懸
之
事

右謝議糾戦輝端Ｆ朧嗣撒榊嚇劉請『、働執達如件
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第

一
条
は
、
信
長
が
本
能
寺
を
定
宿
に
指
定
し
た
か
ら
、
余
人
の
寄
宿
を
禁
上
す
る
と
い
う
も
の
で
、
信
長
は
京
に
館
を
建
て
ず
、
本

能
寺

・
妙
覚
寺
を
定
宿
と
し
た
。
信
長
の
本
能
寺
宿
陣
は
、
同
年
八
月
二
十
三
日
に
始
ま（更
、
四
度
の
在
寺
が
確
認
さ
れ
る
。
四
度
目
の

時
が
本
能
寺
の
変
で
、
信
長
寄
宿
の
結
果
、
本
能
寺
は
灰
儘
に
帰
し
た
。
当
時
の
寺
社
が
、
寄
宿
禁
上
の
制
札
を
重
視
し
て
い
た
理
由
が

わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二
条
は
祠
堂
銭
や
祠
堂
米
を
安
堵
し
た
も
の
で
、
位
牌
堂
の
供
養
料
は
寺
院
の
大
き
な
収
入
源
の

一
つ
で
あ
っ

た
。

「能
文
」
に
は
②
を
最
後
に
、
幕
府

・
戦
国
大
名
の
禁
制
は
見
ら
れ
な
い
。
江
戸
時
代
の
京
都
所
司
代
禁
制
が
、
数
点
残
存
し
て
い
る

の
み
で
あ
る
。〓

一　
本
興
寺
文
書
の
禁
制

（
５６
）

本
興
寺
の
禁
制
の
初
見
は
本
能
寺
よ
り
や
や
遅
く
、
③
天
文
十
八
年

（
一
五
四
九
）
の
三
好
宗
三
禁
制
で
あ
る
。

禁
制

井
西
門
前

摂
州
尼
崎
本
興
寺

当
手
甲
乙
人
乱
妨
狼
藉
事

陣
取
寄
宿
事
付
伐
採
竹
木
事

相
懸
矢
銭
兵
根
米
等
事

右
条
々
堅
被
停
止
詑
、
若
於
違
犯
之
輩
者
、
所
可
被
処
厳
科
如
件

天
文
十
八
年
二
月
日

本
能
寺
・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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本
能
寺
・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

（三
好
）

宗
三

（花
押
）

こ
の
文
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宛
所
に

「
西
門
前
」
と
あ
る
こ
と
で
、
本
興
寺
門
前
町
が
、
天
文
十
八
年
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
天
文
十
七
年
夏
頃
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
の

一
年
間
は
、
細
川
晴
元

・
三
好
宗
三

・
六
角
定
頼
と
細
川
氏
網

・
三
好

長
慶

・
遊
佐
長
教
と
の
戦
争
期
で
あ

っ
た
。
当
時
、
尼
崎
に
は
長
慶
方
の
富
松
城
が
あ
り
、
晴
元
方
の
伊
丹
親
興
が
攻
略
の
機
会
を
窺

っ

て
お
り
、
尼
崎
が
戦
場
と
な
る
の
は
必
至
と
見
ら
れ
た
。
本
興
寺
が
晴
元
方
に
禁
制
を
請
求
し
て
保
護
を
願
い
出
た
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
④
進
藤
貞
治
禁
制

（前
に
少
し
触
れ
た
）
・
⑤
塩
川
国
満

（摂
津
多
田

一
庫
城
主
）
禁
制

・
⑥
細
川
晴
元
禁
制

・
⑦
伊
丹
親
興

（摂
津
伊
丹
城
主
）
禁
制
な
ど
は
皆
反
長
慶
方
の
も
の
で
あ
り
、
日
付
も
同
じ
天
文
十
八
年
四
月
二
日
付

（⑦
の
み
六
日
）
で
あ
る
か
ら
、

尼
崎
の
人
々
が
如
何
に
晴
元
方
の
軍
勢
の
来
攻
を
怖
れ
て
い
た
か
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
現
実
と
な
っ
た
の
は
四
月
二
十
九
日

の
こ
と
で
、
尼
崎
は
着否
一Ｔ
親
興
の
軍
に
火
を
放
た
れ
た
が
、
本
興
寺
は
保
護
さ
れ
て
無
事
で
あ
っ
た
。
④
⑤
⑥
は
③
と
同
内
容
の
禁
制

な
の
で
、
⑦
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

禁
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
興
寺
井
門
前

〔藉
〕

当
手
軍
勢
甲
乙
人
乱
妨
狼
籍
事

陣
取
事
付
剪
採
竹
木
事

相
懸
矢
銭
兵
根
米
事

諸
役
課
役
事

国
質
所
質
井
請
取
沙
汰
事

殺
生
事
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一
徳
政
事

右
条
々
堅
令
停
止
詑
、
若
於
違
犯
族
者
、
忽
可
加
成
敗
者
也
、
働
如
件

伊
丹
大
和
守

天
文
十
八
年
卯
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
興

（花
押
）

第
四
条
は
恒
常
的

ｏ
臨
時
的
な
役
負
担
の
免
除
を
い
い
、
第
五
条
は
そ
の
国
や
場
所
の
商
人
の
荷
物

・
金
銭
を
抵
当
と
し
て
差
押
え
た

り
、
そ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
禁
止
し
た
も
の
で
、
第
七
条
は
徳
政
令
の
適
用
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
で
ぁ
紀
ｏ
つ
ま
り
⑦
は
、
内
容
的
に

門
前
町
の
保
護
に
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（当
時
の
基
本
的
な
都
市
特
権
を
得
て
い
た
こ
と
の
証
明
に
も
な
る
）
。

翌
十
九
年
二
月
二
十
八
日
、
伊
丹
親
興
は
長
慶
と
和
睦
し
て
本
興
寺
で
会
盟
し
た
。

（
５８
）

弘
治
二
年

（
一
五
五
六
）
二
月
二
日
、
長
慶
は
本
興
寺
へ
門
前
寺
内
と
し
て
貴
布
祢
屋
敷
を
寄
進
し
て
い
る
が
、
⑩
は
、
そ
れ
に
対
し

て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

禁
制

本
興
寺
門
前
寺
内
貴
布
祢
屋
敷

〔藉
〕

当
手
軍
勢
甲
乙
人
乱
入
狼
籍
事

剪
採
竹
木
事
付
陣
取
井
殺
生
事

相
懸
箭
銭
兵
根
米
諸
課
役
事

徳
政
同
国
質
所
質
請
取
沙
汰
事
鋼
酬
騰
隊
罫
及

当
津
衆
家
立
事

右
条
々
堅
令
停
止
詑
、
若
於
違
犯
之
族
者
、
速
可
処
厳
科
者
也
、
働
下
知
如
件

本
能
寺

ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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本
能
寺
ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

弘
治
弐
年
二
月
日

（三
好
長
慶
）

築
前
守

（花
押
）

本
興
寺
寺
内
町
は
、
前
に
引
用
し
た

「
証
如
上
人
日
記
」
天
文
二
十

一
年
二
月
六
日
条
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
天
文
二
十

一
年
頃
に
建

設
が
始
ま
り
、
⑩
に
よ
っ
て
弘
治
二
年
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
へ
長
慶
が
、
新
た
に
貴
布
祢
屋
敷
を
寄
進
し
た

わ
け
で
あ
る
。
⑩
第
四
条
の

「対
寺
家
不
及
案
内
催
促
事
」
と
は
、
領
主
で
あ
る
本
興
寺
に
断
わ
り
な
く
催
促
使
を
入
れ
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
第
五
条
は
本
興
寺
と
直
接
関
係
の
な
い
尼
崎
衆

（特
に
商
工
業
者
を
対
象
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
の
門
前
寺
内
町
ヘ

の
移
住
を
禁
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
の
⑦
と
、
こ
の
⑩
に
よ
っ
て
本
興
寺
が
多
く
の
特
権
を
得
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑩
と
同
年
の
八
月
日
付
で
発
給
さ
れ
た
の
が
⑪
三
好
政
生
禁
制
で
、
文
言
は
③
禁
制
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
政
生
は
故
三
好
宗
三
の
子

（
５９
）

で
、
後

の
三
好

二
人

衆

の

一
人

釣

閑

斎

宗

渭

で
あ

る
。

後

の

「
興
文

」

（
永

禄

元

年

）
間

六

月

二
十

日
付

細

川

晴

元

書

状

・
同

三
好

政

生

（
６０
）

書
状
に
よ
っ
て
、
晴
元
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
⑪
が
発
給
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

⑬
三
好
之
康
禁
制
に
つ
い
て
は
①
禁
制
の
と
こ
ろ
で
少
し
触
れ
た
。
⑭
禁
制
の
安
宅
冬
康
は
長
慶

・
之
康
の
弟
で
、
初
め
鴨
冬
と
称
し

た
。
⑬
⑭
は
⑦
の
伊
丹
親
興
禁
制
に
準
拠
し
て
い
る
が
、
諸
役
課
役

・
徳
政
が
無
く
、
寄
宿

・
喧
唯
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
禁
制
の
内
容

は
、
受
給
側
が
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
興
寺
は
伊
丹
親
興
の
禁
制
を
雛
形
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑩
六
角
氏
奉
行
人
連
署
禁
制
に
つ
い
て
は
⑮
禁
制
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
触
れ
た
。
⑮
と
文
言
は
少
し
異
な
る
が
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。

⑭
禁
制
の
発
給
者
は
不
明
で
あ
る
。
東
大
史
料
編
纂
所
の
影
写
本

「本
興
寺
文
書
」
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
花
押
は
筆
者
末

見
で
あ
る
。

⑬
幕
府
奉
行
人
連
署
禁
制
の
署
判
者
は
、
中
沢
光
俊
と
松
田
頼
隆
で
あ
る
。
⑬
よ
り
六
日
前
の
五
月
七
日
、
幕
府
は
政
所
執
事
加
判
署

（
６‐
）

奉
書
を
本
興
寺
に
下
し
、
徳
政
を
免
除
し
て
い
る
。
⑬
に
徳
政
の
条
が
入
っ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
①
の
第
五
条
に
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〔味
〕

「不
可
撰
敵
御
方
事
」
と
あ
る
の
は
、
門
前
寺
内
に
出
入
り
す
る
人
間
を
敵
味
方
と
区
別
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
堺
の
よ
う

に
自
由
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
永
禄
八
年
十
月
十
五
日
付
池
田
勝
正
禁
制
は
、
三
好

一
族
が
将
軍
義
輝
を
試
逆
し
た
後
の
混
乱
し
た
時
期
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
、

勝
正
は
三
好
方
で
あ
っ
た
。
同
年
九
月
十
六
日
、
京
都
妙
蓮
寺
に
は
反
三
好
党
の
故
細
川
晴
元
の
残
党
、
薬
師
寺
弼
長
と
大
覚
寺
坊
官
が

（
６２
）

禁
制
を
掲
げ
て
い
る
。

④
織
田
信
長
禁
制
は
、
上
洛
を
果
し
た
信
長
が
諸
方
の
寺
社
に
発
給
し
た
も
の
の

一
つ
で
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
②
は
幕

府
奉
行
人
諏
訪
俊
郷

・
松
田
秀
雄
の
奉
禁
制
で
あ
る
が
、
尼
崎
周
辺
に
は
三
好
三
人
衆
方
の
敗
残
兵
が
多
く
お
り
、
幕
軍

・
織
田
軍
に
よ

る
掃
討
戦
が
予
測
さ
れ
た
た
め
、
本
興
寺
が
保
護
を
願
い
出
て
得
た
も
の
で
あ
る
。
Ｏ
②
に
は
放
火
の
禁
上
が
入
っ
て
い
る
。
翌
永
禄
十

二
年
三
月
、
信
長
は
尼
崎
四
町
を
放
火
し
た
が
、
本
興
寺
は
無
事
で
あ
っ
た
。
右
二
点
の
禁
制
が
利
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
禁

（
６３
）

制
を
得
ら
れ
た
の
は
、
京
都
本
能
寺
と
両
山

一
寺
の
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

④
禁
制
の
署
判
者
篠
原
長
重
は
長
房
の
子
、
実
長
は
長
房
と
同
族
で
後
に
自
遁
と
称
し
た
人
物
で
、
と
も
に
阿
波
三
好
氏
の
重
臣
で
あ

る
。
元
亀
元
年

（
一
五
七
〇
）、
三
好
二
人
衆
は
信
長
打
倒
の
兵
を
挙
げ
、
九
月
に
は
石
山
本
願
寺
も
そ
れ
に
加
わ
っ
た

（石
山
戦
争
の
始

（
６４
）

ま
り
）。ま
た
阿
波

ｏ
讃
岐
の
軍
勢
が
応
援
に
加
わ
り
、
二
十
八
日
、
主
将
細
川
真
之
は
本
興
寺
を
陣
所
と
し
て
い
る
。
④
は
、
そ
う
し
た

状
況
下
で
得
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寄
宿
の
禁
止
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
④
禁
制
は
発
給
者
不
明
で
あ
る
が
、
④
と
発
給
日

が
同
じ
で
あ
る
の
で
、
二
人
衆
側
の
有
力
人
物

（恐
ら
く
細
川
真
之
あ
た
り
か
も
知
れ
な
い
が
、
東
大
史
料
編
纂
所
の
影
写
本
に
採
録
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
花
押
の
照
合
は
未
了
）
と
思
わ
れ
る
。

④
天
正
三
年
二
月
吉
日
付
荒
木
村
重
禁
制
は
、
尼
崎
長
遠
寺
の
荒
木
村
重
継
機
と
同
じ
時
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
信
長
は
元
亀

三
年
に
長
遠
寺
の
建
立
を
認
め
て
お
り
、
そ
し
て
村
重
が
信
長
の
意
を
奉
じ
て
長
遠
寺
の
寺
内
町
建
設
を
認
め
た
の
が
こ
の
時
で
あ
る
。

本
能
寺
ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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本
能
寺

。
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

脇
田
修
氏
は
そ
れ
に
つ
い
て

「
石
山
本
願
寺
と
の
対
抗
の
な
か
で
信
長
は
、
日
蓮
系
寺
内
町
を
保
護
し
、
こ
の
経
済
力
を
間
接
的
に
せ
よ

利
用
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
織
田
政
権
は
こ
の
よ
う
な
対
抗
関
係
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
本
来
、
公
家
寺
社
の
権

（
６６
）

益
を
容
認
す
る
政
策
を
と

っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
能
興
両
山
所
蔵
の
禁
制
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
訳
で
あ
る
が
、
結
論
的
な
こ
と
は
、
す
で
に

「
一　

両
山
所
蔵
禁
制
の

概
観
」
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
０
両
山
は
三
好
氏
と
関
係
が
深
く
、
そ
の
動
向
に
大
き
く
左
右
さ
れ
た
こ
と
、
０
法
城

を
戦
禍
か
ら
守
る
た
め
、
両
山
が
権
力
者
の
保
護
を
得
る
の
に
努
力
を
惜
し
ま
な
か

っ
た
こ
と
、
日
本
興
寺
は
門
前
寺
内
町
を
有
し
、
種
々

の
都
市
特
権
を
得
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

紙
数
の
関
係
で
、
点
数
の
多
い

「
本
興
寺
文
書
」
の
禁
制
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
な
か

っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
文
書
発
給
の

背
景
や
文
書
内
容
に
つ
い
て
は
両
山
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
「
本
能
寺
文
書
」
の
禁
制
考
察
に
よ
り
、
あ
る
程
度
補
え
る
も
の

と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

註
（
１
）
京
都
本
囲
寺
に
は
禁
制
が
数
多
く
発
給
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本

（以
下
、
東
影
本
と
略
称
）
「
本

囲
寺
文
書
」
に
は
一
点
も
無
く
、
恐
ら
く
散
供
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
永
禄
五
年
二
月
日
付
根
来
寺
快
秀
禁
制
。
『兵
庫
県
史
』
（史
料
編

ｏ
中
世

一
）
四
四
七
頁
。
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（
３
）

『地
域
史
研
究
』∧
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
紀
要
∨

（七
―

一
）

一
六
～
二
七
頁
。

（
４
）
本
稿
で
は
戦
国
期
に
於
け
る
禁
制
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
京
都
所
司
代
の
禁
制
な
ど
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
５
）

『堺
市
史
』
（第
二
巻
）

一
四
七

・
三
二
二
頁
。

『兵
庫
県
史
』
（第
二
巻
）
二
五
三
頁
。

（
６
）

『堺
市
史
』
（第
四
巻

・
資
料
編
第

一
）

一
一
八
～
九
頁
。

（
７
）

『改
定
史
籍
集
覧
』
（第

一
三
冊

・
別
記
類
）
二

一
三
頁
。

（
８
）

『石
山
本
願
寺
日
記
』
（上
巻
）
六
五
〇
頁
。

（
９
）

『兵
庫
県
史
』
（史
料
編

・
中
世

一
）
四
四
三
頁
。
以
下
、
『県
史
料
』
と
略
称
。
「興
文
」
は
東
影
本

「本
興
寺
文
書
」
を
底
本
と
し
、
コ
Ｔ
愈
Ｌ

の

「本
興
寺
文
書
」
を
参
照
す
る
。

（
１０
）
今
谷
明
氏

「室
町
幕
府
最
末
期
の
京
都
支
配
」
（
『史
林
』
五
八
―
三
、
七
八
頁
）
∧
同
氏
著

『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
（昭
和
六
〇
、
岩

波
書
店
）
に
改
稿
再
録
、
四
七
七
頁
∨

（
Ｈ
）
註

（
１０
）
の
今
谷
明
氏

『史
林
』
掲
載
論
文
の
末
尾
に
あ
る
山
城
国
禁
制

一
覧
に
よ
る
と
、
天
文

一
九

ｏ
三

・
二
六
付
東
寺
同
境
内
宛
禁
制

（神
力
）

翁
東
寺
百
合
文
書
」
マ
）、
同
二

一
。
一
一
・
三
付
清
水
寺
成
就
院
境
内
宛
禁
制

（「成
就
院
文
書
し
、
同
三
二

・
三

ｏ
一
四
付
鳥
羽
城
南
宮
宛
禁

制

「真
幡
寸
神
社
文
書
し
、
同
三
二

・
七

・
二
九
付
法
金
剛
院
境
内
宛
禁
制

（「仁
和
寺
文
書
」
五
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
文
は
今
谷
明

ｏ

高
橋
康
夫
氏
共
編

『室
町
幕
府
文
書
集
成
∧
奉
行
人
奉
書
篇
下
∨
』
（昭
和
六

一
、
思
文
閣
出
版
）
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
他
に
天
文
六

・
二

・

一
〓
ハ
付
迎
称
寺
門
前
宛
禁
制

（
「水
木
直
箭
氏
所
蔵
文
書
」
）、
同
九

・
九

・
二
七
付
禅
林
寺
宛
禁
制

（
「禅
林
寺
文
書
」
）
、
同

一
五

・
五

・

三
付

一
条
村
雲
浄
福
寺
宛
禁
制

（
「
浄
福
寺
文
書
」
）、
同

一
五

・
九

・
一
七
付
東
寺
同
境
内
宛
禁
制

（
「東
寺
百
合
文
書
」
ひ
）、
同

一
五

・
一

一
・
一
八
付
上
京
室
町
頭
壱
町
宛
禁
制

（
「上
京
文
書
」
）、
同

一
五

・
一
一
・
一
九
付
西
興
寺
宛
禁
制

（
「西
興
寺
文
書
」
）も
収
録
さ
れ
て
い

２
つ
。本

能
寺

・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

-89-―



本
能
寺

ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

（
‐２
）

「能
文
」
天
文
五
年
間
十
月
七
日
付
管
領
細
川
晴
元
奉
行
人
飯
尾
元
運
奉
書
案
　
（
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
第
二
〇
巻
、
二
四
六
頁
）
。
「
能
文
」

は
東
影
本

「本
能
寺
文
書
」
を
底
本
と
し
、
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
（以
下
、
『宗
全
』
と
略
称
）
を
参
照
す
る
。

（
‐３
）
唱
師
本

『両
山
歴
譜
』
（東
影
本
）
所
載
の
綸
旨
写
。
心
師
本

『両
山
歴
譜
』
の
転
写
本

『両
山
歴
譜
写
書
継
稿
』
所
載
の
綸
旨
写
は
十
月
十
四

日
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
に
も
写
し
誤
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
唱
師
本
を
取
り
た
い
。

（
‐４
）
こ
の
頃
の
本
能
寺
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
日
蓮
教
団
全
史
』
（上
）、
辻
善
之
助
氏

『
日
本
仏
教
史
』
（第
五
巻

・
中
世
篇
之
四
）
、
糸
久
宝
賢
氏

「室
町
時
代
に
お
け
る
京
都
本
能
寺
の
展
開
」
翁
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
八
）
に
詳
し
い
。

（
‐５
）
註

（
３
）
脇
田
氏
論
文
参
照
。

（
‐６
）

「能
文
」
（天
文
十
五
年
）
九
月
二
十
五
日
付
本
能
寺
宛
三
好
孫
次
郎
範
長
書
状

（
『宗
全
』
二
〇
、
二
四
九
頁
）

（
‐７
）

『群
書
類
従
』
（第
二
〇
輯

。
合
戦
部
）
六

一
六
頁
。

（
‐８
）

『県
史
料
』
四
四
五
頁
。
『
県
史
料
』
は
三
好
実
休
禁
制
と
す
る
が
、
実
体
な
ら
ば
豊
前
入
道
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
‐９
）
上
記
の
考
証
は
、
筆
者
が
第

一
回
法
華
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
に
於
い
て

「本
能
寺
所
蔵
中
世
文
書
に
つ
い
て
―

『本
能
寺
文
書
ｏ
什
宝
等
目
録
』

の

一
部
補
正
―
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
略
記
す
る
に
止
め
た
。

（
２０
）

「
顕
本
寺
文
書
」
（東
影
本
）。
『堺
市
史
』
（第
四
巻

・
資
料
編
第

一
）

一
一
八
頁
。

（
２‐
）

「能
文
」
天
文
十
四
年
八
月
二
日
付
当
寺
雑
掌
宛
細
川
晴
元
奉
行
人
飯
尾
為
清
奉
書
案

（
『宗
全
』
二
〇
、
二
四
八
頁
）。
註

（１９
）
参
照
。

（
２２
）

「離
宮
八
幡
宮
文
書
」
（東
影
本
）。
『島
本
町
史
』
（史
料
編
）
四
二
八
頁
。

（
２３
）

「細
川
両
家
記
」
（註

（
１７
）
六
〇
九
頁
）。
改
名
の
時
期
を
十
月
と
す
る
説
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
『後
鑑
』
所
収
の
八
月
十
二
日
付
三
好
長
慶

書
状
の
存
在
に
よ
り
否
定
で
き
る
。

（
２４
）

「東
福
寺
文
書
之

一
」
（
『大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
二
〇
）

一
二
九
頁
。
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（
２５
）

「能
文
」
（
東
影
本
）
。
フ
小
全
』
含
一〇
、
二
五
九
頁
）
は
文
言
を
②
と
同
じ
と
し
て
い
る
が
、
同
文
で
は
な
い
。

（
２６
）

「浄
福
寺
文
書
」
（
『京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
∧
昭
和
五
五
、
同
朋
舎
出
版
∨

一
八
二
頁
）

（
２７
）

「成
就
院
文
書
」
（東
影
本
）
。

（
２８
）
註

（
１０
）
今
谷
明
氏

『史
林
』
論
文
、　
一
〇
三
頁
。

（
２９
）
同
右
。

（
３０
）

「離
宮
八
幡
宮
文
書
」
（東
影
本
）。
『島
本
町
史
』
（史
料
編
）
四
二
九
～
三
〇
頁
。

（
３‐
）

「知
恩
院
文
書
」
（註

（
２６
）、
五
～
六
頁
）。

（
３２
）

「妙
蓮
寺
文
書
」
（東
影
本
）。
『高
槻
市
史
』
（第
二
巻

・
史
料
編
Ｉ

）
〓
〓

〓
一頁
。

（
３３
）

「興
文
」
（
『県
史
料
』
）
四
四

一
頁
）

（
３４
）
註

（
１９
）
に
同
じ
。

（
３５
）

「細
川
両
家
記
」
（註

（
１７
）
六

一
二
頁
）

。
「
足
利
季
世
記
」
（註

（
７
）
二
〇
五
頁
）

・
「続
応
仁
後
記
」
（
『改
定
史
籍
集
覧
』
第
二
冊

・

通
記
類
、
九
八
頁
）

（
３６
）

「能
文
」
年
未
詳
四
月
十
八
日
付
本
能
寺
宛
細
川
晴
元
書
状

（
『宗
全
』
公
一〇
、
二
六
〇
頁
）。
「宗
全
』
は
天
文
十
八
年
と
系
年
し
て
い
る
が
、

筆
者
は
も
う
少
し
前
と
考
え
る
。

（
３７
）

『徴
古
文
書
』

（甲
集
）

一
一
八
～
九
頁
。

（
３８
）
註

（
２８
）
に
同
じ
。

（
３９
）

「竜
華
秘
書
」

（
『宗
全
』

一
九
、　
三
ハ
九
～
七
〇
頁
）

（
４０
）
註

（
１０
）
今
谷
明
氏

『史
林
』
論
文
、
八
二
～
三
頁
。

本
能
寺

ｏ
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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本
能
寺

・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て

（
４‐
）

「成
就
院
文
書
」
（東
影
本
）。　
註

（
Ｈ
）
『室
町
幕
府
文
書
集
成
』
四
八
〇
頁
。

（
４２
）

「大
徳
寺
文
書
之

一
」

（
『大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第

一
七
）
二

一
五
～
六
頁
。
大
徳
寺
に
対
し
て
は
長
慶
も
同
年
十
月
日
付
で
禁
制
を
掲
げ

て
い
る
。
大
徳
寺
は
双
方
か
ら
禁
制
を
得
て
寺
門
の
安
全
を
計

っ
た
の
で
あ
る
。

（
４３
）

「竜
華
秘
書
」

（
『宗
全
』

一
九
、　
一
七

一
頁
）

（
襲
）

『宗
全
』
公
一〇
、
二
六
三
～
四
頁
）

（
４５
）
註

（
１９
）
に
同
じ
。

（
４６
）

「本
法
寺
文
書
」

（
『宗
全
』
三
二
、
二
一三
ハ
～
七
頁
）

（
４７
）

「妙
蓮
寺
文
書
」
（東
影
本
）

（
侶
）
註

（
１９
）
に
同
じ
。

（
４９
）
奥
野
高
広
氏

『足
利
義
昭
』

（∧
人
物
叢
書
五
五
∨
昭
和
三
五
、
吉
川
弘
文
館
）

一
三
三
頁
。

（
５０
）

「妙
伝
寺
文
書
」
（
『大
日
本
史
料
』
第

一
〇
編
之

一
、　
三
ハ
○
頁
）

（
５‐
）

「妙
顕
寺
文
書
」
（
『大
日
本
史
料
』
第

一
〇
編
之

一
、　
一
五
九
～
六
〇
頁
）

・
「竜
華
秘
書
」
（
コ
不
全
』
貧

九
、　
三
ハ
四
頁
）

（
５２
）

「妙
蓮
寺
文
書
」
（東
影
本
）。
『大
日
本
史
料
』
第

一
〇
編
之

一
、　
一
〇
七
頁
。

（
５３
）

「言
継
卿
記
」
永
禄
十

一
年
十

一
月

一
日
条

（
『大
日
本
史
料
』
第

一
〇
編
之

一
、
二
五
八
頁
）。

（
５４
）

「能
文
」
永
禄
十

一
年
十
二
月
二
十

一
日
付
本
能
寺
雑
掌
宛
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書

（
『宗
全
』
二
〇
、
二
六
七
～
八
頁

。
『大
日
本
史
料
』
第

一
〇
編
之

一
、
二
五
九
頁
）

（
５５
）

「言
継
卿
記
」
（
『大
日
本
史
料
』
第

一
〇
編
之
四
、
八
〇
六
頁
）。

（
５６
）
脇
田
修
氏
は
、
註

（
３
）
論
文
で
、
同
年
卯
月
六
日
付
伊
丹
親
興
禁
制
を
初
見
と
す
る
が
誤
り
で
あ
る
。
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（
５７

）

（
５８

）

（
５９

）

（
６０

）

（
６‐

）

（
６２

）

（
６３

）

（
“

）

（
６５

）

（
６６

）

註

（
３
）
脇
田
氏
論
文
に
よ
る
。

註

（
９
）
に
同
じ
。

「浄
福
寺
文
書
」
の

（永
禄
八
年
）
二
月
七
日
付
三
好
下
野
入
道
宗
渭

・
三
好
日
向
守
長
逸
連
署
書
状
の
宗
渭
花
押

（
コ
昼
砂
７
基
至
己
匹文
書
』

二
七
三
頁
）
と

一
致
す
る
。
政
生
は

一
般
に
下
野
守
政
康
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、　
一
級
史
料
に
政
康
の
名
は
無
い
。

『県
史
料
』
四
四
五
～
六
頁
。

永
禄
六
年
五
月
七
日
付
幕
府
政
所
執
事
加
判
連
署
奉
書

（
『県
史
料
』
四
四
八
頁
）。

「妙
蓮
寺
文
書
」
（東
影
本
）

註

（
３
）
脇
田
氏
論
文
に
よ
る
。

「細
川
両
家
記
」
（
『群
書
類
従
』
第
二
〇
輯

・
合
戦
部
、
六
三
九
頁
）

「長
遠
寺
文
書
」
翁
県
史
料
』
四
三

一
頁
）

註

（
３
）
脇
田
氏
論
文
。

（了
）

本
能
寺

・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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※能興両山を除く、○印は本宗関係 (含妙蓮寺)

年 月 日 発 給 者 宛 所 文 書 名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

Ｈ

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

23

24

○文明 5/9/―

○天文15/8/―

○天文16/3/21

天文16/4/1

天文18/4/―

○天文18/6/28

天文19/7/―

天文19/7/―

天文20/2/―

弘治 4/5/6

月Kお桑4/7/24

0永禄 4/8/21

0永禄 5/6/16

0永禄 8/9/16

0永禄 8/9/16

永禄 9/7/3

永禄 9/8/―

○永禄11/9/20

永禄11/9/―

永禄11/9/―

○永禄13/2/―

元亀 3/3/―

○元亀 3/12/―

天正 2/3/―

右衛門尉(久和ヵ)

遊佐長教

篠原長政

篠原長政

三好政勝

芥河孫十郎

三好政勝

前越後守藤原

三好長慶

幕府奉行人連署

六角氏奉行人連署

六角氏奉行人連署

幕府奉行人連署

薬師寺弼長

大覚寺坊官連署

幕府奉行人連署

篠原長房

幕府奉行人連署

織田信長

織田信長

篠原長房

織田信長

篠原恕朴(長房)

荒木村重

顕本寺

顕本寺

妙蓮寺

西京法花寺

京法花院

妙蓮寺

法花寺

法花寺

要法寺

妙顕寺

一条本法寺

妙蓮寺

妙蓮寺

妙蓮寺

妙蓮寺

妙顕寺

山城国妙顕寺

妙蓮寺

妙伝寺

妙顕寺

妙勝寺

摂州尼崎内市場

巽長遠寺法花寺

淡路国三立崎庄

摂州尼崎巽市場

法花寺内長遠寺

和泉顕本寺文書

〃 顕本寺文書

山城妙蓮寺文書

〃 妙顕寺文書

〃 妙顕寺文書

″ 妙蓮寺文書

〃 妙顕寺文書

〃 妙顕寺文書

″ 要法寺文書

〃 妙顕寺文書

″ 本法寺文書

〃 妙蓮寺文書

〃 妙蓮寺文書

〃 妙蓮寺文書

〃 妙蓮寺文書

〃 妙顕寺文書

″ 妙顕寺文書

″ 妙蓮寺文書

〃 妙伝寺文書

〃 妙顕寺文書

淡路妙勝寺文書

摂津長遠寺文書

淡路妙勝寺文書

摂津長遠寺文書

〔表 Ⅱ 〕

戦 国 時代 畿 内近 国 日蓮 門下寺 院 禁 制 一 覧 本
能
寺

・
本
興
寺
文
書
の
禁
制
に
つ
い
て
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